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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨の凹部に移植するための骨固定システムであって、この骨固定システムが、
　骨の凹部に移植されるべく適合しているワイヤであって、ワイヤは、骨の凹部の深さに
比べて小さい横断断面寸法を有している、上記ワイヤと、
　ワイヤが凹部内に固定されるように、凹部内に及びワイヤの周りに配置される生物学的
適合性の接着剤と、
　を備えていることを特徴とする骨固定システム。
【請求項２】
　ワイヤは、約１ミリメートルの直径を有する、円形の横断断面を有している請求項１に
記載の骨固定システム。
【請求項３】
　ワイヤは、その長さに沿って配置された、少なくとも１つの延長部を備えている請求項
１に記載の骨固定システム。
【請求項４】
　ワイヤは、その長さの一端に、少なくとも１つの矢じりを備えている請求項１に記載の
骨固定システム。
【請求項５】
　ワイヤは、その長さの一端に、少なくとも１つの鳩目を備えている請求項１に記載の骨
固定システム。
【請求項６】
　骨の凹部は、少なくとも１つの骨ペグを形成し、骨ペグは、少なくとも１つの鳩目に受
け入れられるように適合している請求項５に記載の骨固定システム。
【請求項７】
　ワイヤは、患者の身体の中に、いったん導入されると、拡張する材料から形成されてい
る請求項１に記載の骨固定システム。
【請求項８】
　ワイヤが、薬剤を溶出する請求項１に記載の骨固定システム。
【請求項９】
　ワイヤは、組織成長促進材料でコーティングされている請求項１に記載の骨固定システ
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【請求項１０】
　骨の凹部に移植するための骨固定システムであって、骨の凹部に移植されるべく適合し
たプレートを備え、プレートは、２つの突出部を中間リンク部分によって結合された両端
に備え、プレートは、骨の凹部の深さに比べて小さい厚みを有し、中間リンク部分は、突
出部の幅に比べて小さい幅を有していることを特徴とする骨固定システム。
【請求項１１】
　それぞれの突出部は、プレートを延通する、ボア孔を形成している請求項１０に記載の
骨固定システム。
【請求項１２】
　ボア孔は、プレートが骨に固定されるように、骨アンカーを受け入れるように適合して
いる請求項１０に記載の骨固定システム。
【請求項１３】
　骨の凹部は、少なくとも１つの骨ペグを形成し、骨ペグは、１つのボア孔に受け入れら
れるように適合している請求項１２に記載の骨固定システム。
【請求項１４】
　さらに、プレートが凹部内に固定されるように、凹部内に及びプレートの周りに配置さ
れる生物学的適合性の接着剤を備える請求項１０に記載の骨固定システム。
【請求項１５】
　プレートは、患者の身体の中に、いったん導入されると、拡張する材料から形成されて
いる請求項１に記載の骨固定システム。
【請求項１６】
　ワイヤが、薬剤を溶出する請求項１に記載の骨固定システム。
【請求項１７】
　プレートは、組織成長促進材料でコーティングされている請求項１に記載の骨固定シス
テム。
【請求項１８】
　骨の破片を固定する方法であって、この方法が、
　骨の表面に凹部を形成するステップであって、凹部は、骨の表面の下に一定深さを有し
、破片の少なくとも一部分を横切って延在する、上記ステップと、
　骨の凹部にインプラントを配置するステップであって、インプラントは、凹部の形状に
実質的に対応する形状を有し、インプラントは、インプラントが、骨の表面と面一又は低
くなるように、凹部の上記深さに比べて小さい厚みを有している、上記ステップと、
　インプラントを骨に固定するステップと、
　を備えていることを特徴とする方法。
【請求項１９】
　インプラントを骨に固定するステップは、インプラントが凹部内に固定されるように、
生物学的適合性の接着剤を、凹部内に及びインプラントの周りに配置するステップを備え
ている請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　インプラントを骨に固定するステップは、インプラントが凹部内に固定されるように、
骨アンカーをインプラントを通して骨の中に配置するステップを備えている請求項１８に
記載の方法。
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